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お
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
　

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を

行
い
ま
す

　

障
が
い
の
あ
る
方
が
ピ
ア
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
と
な
り
、
自
身
の
経
験

に
基
づ
い
た
話
や
思
い
を
お
互
い

に
伝
え
合
う
場
で
す
。

日
時　
４
月
９
日
㈯

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
所　
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る

※

４
月
は
「
内
部
障
害
」
「
視
覚
障

害
」
の
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
対

応
し
ま
す
。

※

手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は
事
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る

☎
89・６
３
３
３

安
心
し
て
出
産
を
迎
え
ま
し
ょ
う

妊
婦
さ
ん
の
相
談
日

日
時　
４
月
21
日
㈭

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

場
所　
本
庁
舎
会
議
室
２

申
し
込
み　
前
日
ま
で
に
電
話
で

問
合
せ　
め
ん
ｃ
ｈ
ｏ
ｃ
ｏ
て
ら
す

☎
89・２
９
４
８

理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

発
達
障
害
啓
発
週
間
イ
ベ
ン
ト

の
お
知
ら
せ

　

毎
年
４
月
２
日
は
「
世
界
自
閉

症
啓
発
デ
ー
」
、
４
月
２
日
〜
８

日
は
「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」
で

す
。
自
閉
症
な
ど
発
達
障
が
い
に

つ
い
て
理
解
が
広
ま
る
よ
う
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

●
本
で
つ
な
ご
う
！
理
解
の
Ｗ
Ａ

　

発
達
障
が
い
に
関
す
る
図
書
の

紹
介
、
パ
ネ
ル
の
展
示
な
ど
公
立

図
書
館
で
実
施
し
ま
す
。

日
時　
４
月
１
日
㈮
〜
30
日
㈯

　
　
　

開
館
時
間
内

場
所　
能
代
図
書
館

●
ポ
ー
ト
タ
ワ
ー
セ
リ
オ
ン

　
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

　

道
の
駅
あ
き
た
港
ポ
ー
ト
タ
ワ

ー
セ
リ
オ
ン
（
秋
田
市
）
が
シ
ン

ボ
ル
カ
ラ
ー
の
青
色
に
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
さ
れ
ま
す
。

日
時　
４
月
１
日
㈮
〜
30
日
㈯

場
所　
道
の
駅
あ
き
た
港
ポ
ー
ト

　
　
　

タ
ワ
ー
セ
リ
オ
ン

問
合
せ　
秋
田
県
発
達
障
害
者
支

　

援
セ
ン
タ
ー
（
ふ
き
の
と
う
秋

　

田
）

☎
０
１
８・８
２
６・８
０
３
０

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

重度障がい者（児） 重度障がいで人工透析治療中の方重度障がい者（児） 重度障がいで人工透析治療中の方

タクシー利用券 タクシー利用券 自動車燃料費助成券

対 象 者

身体障害者手帳１・２級、
療育手帳Ａ、精神障害者
保健福祉手帳１級をお持
ちの方

身体障害者手帳１級で、腎臓機能障害による人工透析治療
のため、週２回以上、医療機関に自家用車などで通院して
いる方

身体障害者手帳、次の医療証
のうちお持ちのものすべて
・自立支援医療受給者証
・特定疾病療養受療証

身体障害者手帳、運転免許証、
車検証、次の医療証のうちお
持ちのものすべて
・自立支援医療受給者証
・特定疾病療養受療証

助成内容
初乗り運賃無料
※月２枚交付
　（最大24枚）

初乗り運賃無料
※月２枚交付（最大24枚）
※市民税非課税世帯の方は
　月４枚（最大48枚）

燃料費助成500円分
※月２枚交付（最大24枚）
※市民税非課税世帯の方は
　月４枚（最大48枚）

持 ち 物 障害者手帳

問合せ　福祉課☎89－2153　地域局市民福祉課☎73－5500

などの申請を受け付けます

４月１日㈮から

身体障害者等タクシー利用券身体障害者等タクシー利用券

　市では重度の障がいがある方の社会参加を促
進するため、行事や通院に利用するタクシー料
金の助成や、人工透析治療のための通院に使用
する自動車の燃料費助成を行っています。
　令和４年度分を４月１日㈮から受け付けます
ので、下記のものを持参して申請してください。
なお、重複しての申請はできません。
受付窓口　福祉課⑲⑳番窓口
　　　　　地域局市民福祉課③番窓口


